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はじめに  
 

水害サミット実行委員会では、大きな水害を体験した全国の市町村

長が集まり、自らの水害体験を通じて得た経験や教訓などを語りあい、

全国に発信し、防災、減災に役立てることを目的として毎年水害サミット

を開催している。 

災害によって失われるのは、かけがえのない大切な命と日々の暮らし

である。死者、行方不明者、負傷者、床上・床下浸水家屋及び災害ゴ

ミの数量等被災程度を示す数字の背後に、人々の途方もない苦しみが

横たわっていることを忘れてはいけない。 

昨年も全国的に梅雨前線や台風等による大規模な水害が多発して

おり、九州では１週間も間をおかずに観測史上１位、２位の降雨を観測

する等、かつて経験したことがない災害が発生した。一昨年発生した東

日本大震災を教訓とした防災対策の重要性は言うまでもないが、出水

期は毎年必ずやってくるものであり、風水害に対しても万全の備えを行って

いかなければならない。 

そのためにも、各市町村は住民の暮らしに身近に接している基礎自治

体として、災害に備えた水防体制の整備、内水対策及び災害時要援

護者対策等の実施可能な防災・減災対策を十二分に行っていかなけ

ればならない。しかし、それだけでは限界があり、大規模災害が多発して

いる昨今において、死者ゼロを目指した災害に強いまちをつくるためには、

国土保全を担う国としての広域的な防災・減災対策も不可欠であり、こ

れまでの災害を教訓とした取組を実施していただくことが必要である。これ

らを踏まえ、水害サミット実行委員会から今後国として実施していただきた

い対策について、大きな被害を受けたからこそ得た貴重な経験を踏まえ、

次のとおり提言する。 
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○ 予防対策の実施 

  河川改修等の災害対策事業については、被害が発生してか

ら抜本的な改修が行われることがほとんどである。近年全国

的に過去の記録を上回る豪雨による災害が多発しており、豪

雨による被害を最小限に防ぐためにも災害発生前に予防的な

河川改修等の対策を実施すべきである。 

  また、道路冠水や土砂災害が発生した際の被害を未然に防

止するため、道路情報表示板並びに浸水及び土砂災害の注意

喚起のための標識板等について、歩行者だけではなく、車両

等からも確認しやすい大きさや色彩等に配慮したものとする

べきである。 

  さらに、この表示板の整備を促進し、浸水や土砂災害の危

険箇所の周知に努めるとともに、都道府県及び市町村が同様

の整備を実施できるよう財政的な支援を行うべきである。 

 

○ 想定を超える規模の洪水等様々な水害リスクの分析 

  近年、過去の降雨量を大きく超える豪雨による災害が発生

している。河川管理者として、各水害の経験を踏まえて現状

の計画を上回る洪水時に生じる被害の状況や降雨パターン、

ポンプ場の運転の有無等、様々なシナリオの下で生じる被害

状況について詳細に分析を行い、得られたデータを今後の防

災対策に活かすためにも、市町村と情報共有すべきである。 
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○ 水害リスクを踏まえた内外水バランスの検討 

  豪雨発生時に堤防決壊等外水はん濫が起これば、大規模な

災害が発生してしまうことは承知をしているが、同様に内水

による浸水被害も住民の生命・財産を奪い、ときには都市機

能に甚大な被害をもたらすものである。住民の生命・財産を

守るためにも、外水による水害リスクのみならず内水対策の

重要性を十分に考慮していただき、外水のリスクに偏重する

ことなく、バランスの取れた対策を実施するべきである。 

 

○ 総合治水対策の推進 

  洪水対策を河川改修のみに頼るのではなく、学校及び公園

等を利用した貯留施設並びにため池の貯留による流出抑制策

等、流域に降った雨が河川にすぐに流出しにくい仕組みづく

りを進め、流域全体で防災力の向上を図る総合治水対策をよ

り推進すべきである。 

 

○ 内水対策における施設管理者等の協力体制の整備 

  外水に合流する小河川、都市排水路及び農業用水路につい

ては、管理者が異なることを理由に、河川の下を河川が潜る

サイフォン方式等災害発生時には支障を来たすような複雑な

整備が行われている箇所がある。このような状況について解

決するための検討を行うべきである。 
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  また、災害時における操作についても、排水施設ごとに管

理者が異なる場合があり、災害時には操作方法に対する意思

の疎通が困難となっている。そういった状況を解消するため

にも、操作に関する指揮命令系統の一元化を含む体制のあり

方に関する検討を行うべきである。 

 

○ 広域・大規模な水防活動の体制整備 

  災害時には河川管理者と水防管理者が水防活動状況などの

情報を共有し、連携しながら迅速かつ的確な災害対応ができ

るよう、水防管理者と河川管理者が有している資機材や人員

等を広域・大規模な水害時に有効に活用できる体制について

検討し、対応を進めるべきである。 

  また、水害時に地域住民等多様な主体が水防活動に携わる

ようにするなど、体制の強化を図るべきである。 

  さらに、九州北部地域の集中豪雨等においては、国土交通

本省及び地方整備局による迅速かつ集中的な現場対応、リエ

ゾン派遣による情報収集と迅速かつ的確な被災自治体、被災

現場へのＴＥＣ-ＦＯＲＣＥ派遣による技術支援等、組織力、

機動力、技術力を発揮した災害対応が行われたところである。

大規模災害対応は国の責務であり、そのような災害が多発す

る現状を踏まえ、市町村との緊密な連携のより一層の推進及

びＴＥＣ-ＦＯＲＣＥの体制強化及び排水ポンプ車等災害対 
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策車両配備の増強等を図るべきである。 

 

○ 企業の減災対策実施への支援 

  河川堤防の決壊のおそれを伴うような豪雨災害が頻発する

中、河川における水防の強化のみならず、河川氾濫が想定さ

れている地域においても減災の取組を一層強化しなければな

らない。そのためには、行政が行う公助及び地域住民が行う

共助に関する対策のみではなく、被害発生が想定される地域

の企業やサプライチェーンの一翼を担う企業における水防体

制の整備等の減災への取組が重要となる。そのため、企業の

取組を推進するための対策及び支援制度の創設等について検

討を行うべきである。 

 

○ 老朽化した施設に対する対策の実施 

  中央自動車道の笹子トンネル天井板落下事故を契機に、過

去に整備した施設の老朽化に対する懸念が高まってきている。

これは、道路関係施設のみならず、河川関係施設においても

同様である。老朽化する水門、樋門及び樋管等の河川管理に

関わる施設等について、安全性を徹底的に調査し、その結果

を踏まえ予防保全及び長寿命化を図る等、適切な対策を実施

するべきである。 

  また、都道府県が維持管理を行っている施設についても、 
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国と同様に対策を実施するよう指導・支援を行うべきである。 

 

○ 防災教育の推進 

  災害による犠牲者をゼロにするためには、行政機関が行う

予防対策や災害対応の強化のみではなく、自助・共助活動の

推進が必要であり、住民への防災教育はそのための重要な手

段である。さらに東日本大震災における釜石の奇跡を見ても

明らかなとおり、小中学生に対する命を守るための防災教育

は、今後の日本を担う子供たちを守るためにも特に重要であ

る。そのため、防災教育の全国的な推進と活動への支援を行

うべきである。 

 

 平成２５年２月１２日 
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